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京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課
（担当 榎本、岡田 電話 075-222-4244)

この仕様書は、京都市（以下、本市）が発注する以下の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。

1 契約件名
令和８年度ＳＮＳ等広告配信によるＨＩＶ・性感染症検査啓発業務委託仕様書

2 事業目的
本市では、国の「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」を踏まえ、ＨＩＶ検査の浸透・普及を図る機会とする「ＨＩＶ検査普及週間（６月１日～６月７日）」及びＷＨＯ（世界保健機構）が定める、市民一人ひとりにエイズのまん延防止及びＨＩＶ／エイズに対する差別・偏見の解消について働きかけることを目的に啓発活動を行う「世界エイズデー（１２月１日）」を中心に、本市が実施しているＨＩＶ・性感染症検査について広く市民に周知する機会としている。
本市において令和７年に新たに届出のあったＨＩＶ感染者／エイズ患者１２件のうち、４０歳未満が９件（７５％）であり、若い世代の占める割合が高い状況である。エイズ発症により初めてＨＩＶ感染が判明する例（いわゆる「いきなりエイズ」）は例年３割以上を占めており、感染予防及び早期発見は非常に重要である。
また、令和７年の本市の梅毒届出数は１１７件と過去２番目に多く、そのうち女性については２０歳代が最多であり、感染者数の６割を占めている。一方、男性については、特に２０歳代及び５０歳代の感染者が多いことから、検査について、若い世代に限らず広く啓発していく必要がある。
消費者庁「令和５年度消費者意識基本調査」によると、１５歳～４９歳では９５％以上、５０～５９歳でも９０％以上の方が「パソコンやスマートフォン等でインターネットを利用している」と回答しており、インターネットは今や若者だけでなく、幅広い年代で利用されている。２０代から５０代までの幅広い年代に訴求するためには、ＳＮＳ等のインターネットを活用することが効果的と考えられることから、本市で実施しているＨＩＶ・性感染症検査に係る啓発動画を、ＳＮＳを用いたターゲティング広告により配信する。


3 委託期間
契約締結日から令和９年３月３１日

4 広告の配信について
(1) 配信内容について
· 配信に用いるＳＮＳは、ＹｏｕＴｕｂｅとすること。
· 広告の種類は、スキップ不可のインストリーム広告とすること。
· 本市が提供する動画を使用し広告配信すること。
· ＳＮＳの規格や規定から配信する動画を編集又は修正する必要がある場合は、編集及び修正を行い、その内容を医療衛生企画課に報告後、配信すること。
· 広告の最低表示回数は、２箇月ごとに８万回以上とし、契約期間中の総表示回数は４０万回以上とすること。
なお、２箇月ごとの最低表示回数を下回った場合は、翌２箇月の表示回数と合算し、その平均が２箇月ごとの最低表示回数を超えるようにすること。
· 本市の指定するＵＲＬをランディングページとして設定すること。
· 広告配信は、京都市内の男女１８歳～６４歳を対象として設定し、その設定内容は受託者が必要な助言を行い、本市が決定するものとする。
(2) 配信期間について
令和８年６月１日～令和９年３月３１日
(3) 完了報告について
２箇月ごと（６月１日～７月３１日、８月１日～９月３０日、１０月１日～
１１月３０日、１２月１日～１月３１日、２月１日～３月３１日）にＹｏｕＴｕｂｅの広告レポートを作成し、速やかに医療衛生企画課に提出すること。広告レポートには、表示回数、クリック回数、再生者の年齢階層別または年齢別、性別を含めること。また、全期間（令和８年６月１日～令和９年３月３１日）の配信期間終了後に、業務完了報告書を作成し、医療衛生企画課に提出すること。

5 受託者の条件
以下の(1)～(3)のいずれの条件も満たしていること。
(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定（破産者、入札を妨げる者等）に該当しないものであること

(2) 本市の入札参加資格者名簿に登録されており、業務の履行に必要な能力・技術等を有する作業員を有していること。

(3) 本市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者に該当しないものであること。

6 その他
· 広告配信や本市提供動画に障害が生じた場合は、速やかに原因究明を行い、対応すること。
· 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、本市と協議すること。
· 貸与した資料等の複製・複写の可否、返却等については、本市担当者の指示に従うこと。
· 配信動画に用いられる写真・イラスト等の著作権は、本市に帰属する。
· 業務の履行に伴い発生した受託者の責に帰する損害については、受託者が責任を負うこと。
· 委託料は、業務履行後、受託者の適正な請求書の提出後、３０日以内に支払うこととする。
· 本仕様について疑義があるときは、契約前に本市との間で十分協議しておくこと。また、 業務開始後に本仕様に疑義が生じた場合は本市と協議を行い、本市の指示に従うこと。
